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◆

変
わ
る
？
変
わ
ら
な
い
？
新
市
の
税
金
◆

◆
新
市
名
称
に
多
数
の

　
　
　
　
ご
応
募
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
◆

◆
新
市
名
称
に
多
数
の

　
　
　
　
ご
応
募
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
◆

　
９
月
に
入
り
ま
し
た
が
暑
い
日
が
ま
だ
ま
だ
続
き
ま
す
。
協
議
会
で
も
市
町
合
併
に
向
け
て
、
熱
心
な
（
ア
ツ
イ
）

協
議
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
増
刊
号
で
は
、
協
議
さ
れ
て
い
る
項
目
等
に
つ
い
て
よ
り
詳
し
い
情
報
を
住
民
の

皆
様
に
提
供
し
て
い
き
ま
す
。

日時：平成１５年９月２５日（木）午後２時から　

場所：湖東町 みすまの館（湖東町池庄 ひばり公園内）

�

　
七
月
十
五
日
か
ら
八
月
二
十
日
ま
で
の
期
間
中
、
一
市
四
町
を
は
じ
め
、
全

国
か
ら
二
二
〇
五
通
の
応
募
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
集
計
が
で
き
ま
し
た
の
で

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　
市
民
税
や
固
定
資
産
税
な
ど
の
地
方
税
は
、
国
で
定
め
ら
れ
た
法
律
で
あ
る
地
方
税
法
に
基
づ
き
各
市
町
が
課

税
を
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、各
市
町
で
少
し
ず
つ
異
な
る
部
分
も
あ
り
ま
す
の
で
、
新
市
と
し
て
の
調

整
を
行
い
、
こ
の
度
協
議
会
で
地
方
税
の
取
扱
い
に
つ
い
て
決
定
さ
れ
ま
し
た
。

編
集

後
記
編
集

後
記

第３回合併協議会
開催のお知らせ

傍聴を希望される方は、午後１時～1時４５分までに受付をし
てください。なお、傍聴者数の定員が予定人数を超えた場合は、
受付された方を対象に抽選となります。（傍聴定員４０名予定）

八日市市・永源寺町・五個荘町・愛東町・湖東町合併協議会だより

平成１５年９月１７日発行

　
今
後
は
、
「
新
市
名
称
候
補
選
定
小
委
員

会
」
に
お
い
て
、
応
募
い
た
だ
い
た
有
効
名

称
六
九
八
種
類
の
中
か
ら
、
協
議
会
に
提
案

す
る
候
補
の
選
定
（
五
点
程
度
）
を
行
い
ま

す
。
順
調
に
い
け
ば
十
月
三
十
日
開
催
の
第

四
回
合
併
協
議
会
に
お
い
て
新
市
名
称
の
協

議
が
な
さ
れ
る
予
定
で
す
。

　
な
お
、
住
民
の
皆
さ
ん
へ
は
、
協
議
会
だ

よ
り
等
で
新
市
の
名
称
決
定
ま
で
の
経
過
を

お
知
ら
せ
し
て
い
き
ま
す
。

・
愛
湖
市
　
　
（
あ
い
こ
、
あ
た
ご
、
え
こ
）

・
あ
か
ね
市
　
（
あ
か
ね
）

・
茜
　
市
　
　
（
あ
か
ね
）

・
大
凧
市
　
　
（
お
お
た
こ
、
お
お
だ
こ
）

・
近
江
市
　
　
（
お
う
み
、
お
お
み
）

・
淡
海
市
　
　
（
お
う
み
、
お
お
み
、
た
ん
か
い
）

・
近
江
東
市
　
（
お
う
み
と
う
、
お
う
み
ひ
が
し
）

・
神
崎
市
　
　
（
か
ん
ざ
き
）

・
蒲
生
野
市
　
（
が
も
う
の
）

・
江
州
市
　
　
（
ご
う
し
ゅ
う
）

・
滋
賀
市
　
　
（
し
が
）

・
新
近
江
市
　
（
し
ん
お
う
み
）

・
神
愛
市
　
　
（
か
み
あ
い
、か
み
え
、か
ん
あ
い
、か
ん
な
、か
ん
な
い
、

　
　
　
　
　
　
　
　
し
ん
あ
い
）

・
聖
徳
市
　
　
（
し
ょ
う
と
く
、し
ょ
ー
と
く
、せ
い
と
く
）

・
布
引
市
　
　
（
ぬ
の
び
き
）

・
八
風
市
　
　
（
は
っ
ぷ
、
は
っ
ぷ
う
、
や
つ
か
ぜ
）

・
東
お
う
み
市
（
ひ
が
し
お
う
み
）

・
東
近
江
市
　
（
と
う
お
う
み
、
ひ
が
し
お
う
み
、
ひ
が
し
お
お
う
　

　
　
　
　
　
　
　
　
み
、
ひ
が
し
お
お
み
、
ひ
が
し
お
ー
み
）

・
東
淡
海
市
　
（
ひ
が
し
あ
わ
、
ひ
が
し
お
う
み
、
ひ
が
し
お
お
み
）

・
東
江
州
市
　
（
ひ
が
し
ご
う
し
ゅ
う
、
ひ
が
し
ご
ー
し
ゅ
う
）

・
東
滋
賀
市
　
（
と
し
が
、
ひ
が
し
し
が
）

・
東
琵
琶
市
　
（
ひ
が
し
び
わ
）

・
東
び
わ
こ
市
（
ひ
が
し
び
わ
こ
）

・
東
琵
琶
湖
市
（
ひ
が
し
び
わ
こ
）

・
び
わ
こ
市
　
（
び
わ
こ
）

・
万
葉
市
　
　
（
ま
ん
よ
う
）

・
み
ど
り
市
　
（
み
ど
り
）

・
紫
野
市
　
　
（
む
ら
さ
き
の
）

　
※
そ
の
他
の
応
募
名
称
は
、
協
議
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

　
　
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。

主
な
応
募
名
称
を
紹
介
し
ま
す
。

○
十
票
以
上
応
募
い
た
だ
い
た
名
称
を
あ
げ
て
い
ま
す
。

八日市市
32％

五個荘町
14％

五個荘町
14％

愛東町
11％

湖東町
10％
湖東町
10％

他都道府県
24％

他都道府県
24％

県内他市町
4％

永源寺町
5％

●市民税（一部税率の変更あり、納期の変更あり）
　　・所得割の税率は現行のとおりです。
　　・均等割の額は、現在年額２,０００円ですが、新市の発足に伴い、
　　　新市の人口が５万人を超えるため、地方税法の規定により平
　　　成１８年度からは年額２,５００円となります。
　　・納期については、地方税法第３２０条の規定により、次のとお
　　　りとなります。

　　　　【個人・普通徴収（納付書により納めていただく場合）】
�　　　　　　　１期　　６月１日～　６月３０日
�　　　　　　　２期　　８月１日～　８月３１日
�　　　　　　　３期　１０月１日～１０月３１日
�　　　　　　　４期　　１月１日～　１月３１日

　　　　　※五個荘町は、現在１０期での徴収となっていますが、合
　　　　　　併後は４期での徴収となります。湖東町は、第１～３期
　　　　　　の納期月が変わります。その他の市町は、現行どおりです。

●法人市民税（税率に変更あり）
　　・法人税割額…地方税法３１４条の６の規定に基づき次のとお
　　　りとなります。
�

�

　　　　　※八日市市の税率に合わせるため、他の４町では税率が
　　　　　　変わりますが、現行と大きな差異はないと思われます。

　　・均等割額…地方税法第３１２条に基づく標準税率を採用します。
　          ※八日市市・愛東町・湖東町は現行どおりの税率です。
　　　　　　永源寺町と五個荘町では税率が下がります。

●固定資産税（税率は現行のとおり、納期の変更あり）
　　・固定資産税の税率は現行のとおりです。

　　・納期については地方税法第３６２条に基づき、次のとおりとします。
�　　　　　　　１期　　５月１日～　５月３１日
�　　　　　　　２期　　７月１日～　７月３１日
�　　　　　　　３期　１２月１日～１２月２５日
�　　　　　　　４期　　２月１日～　２月　末日

　　　　　※五個荘町は、現在１０期での徴収となっていますが、
　　　　　　合併後は４期での徴収となります。湖東町は第２、３　
　　　　　　期の納期月が変わります。他の市町は現行のとおりで
　　　　　　す。

�●軽自動車税（税率は現行のとおり、納期の変更あり）

　　・軽自動車税の税額は現行のとおりです。

　　・納期については、１期で、５月１日～３１日までとします。

　　　※永源寺町の納期に合わせるため、他の市町は納期が変わり
　　　　ます。

●市たばこ税（現行のとおり）

　　・市たばこ税は変更ありません。

　�　　
�
�
�　　

●入湯税（現行のとおり）

　　　　　　入湯税とは、観光の振興や観光施設、消防施設、環境
　　　　　衛生施設、鉱泉源の保護管理施設などの整備のための経
　　　　　費あてるために設けられた目的税で、鉱泉浴場を利用し
　　　　　た人が負担する税金で、現在課税対象施設があるのは愛
　　　　　東町のみです。

　　　　　・地方税法第７０１条の２の規定に基づき、標準税率を

　　　　　　採用し、１人１日１５０円とします。

●都市計画税（新市発足までに調整）　

　　　　　　都市計画税とは、良好な市街地の形成を目指し、公共
　　　　　下水道、公園、道路などを一体的に整備する都市計画事
　　　　　業に必要な経費にあてるために設けられた目的税で，市
　　　　　街化区域内の土地・家屋に対してかかる税です。
　　　　　�　現在課税対象となる市街化区域があるのは、八日市市
　　　　　と五個荘町です。八日市市では、都市計画事業に取り組
　　　　　むため課税をしていますが、五個荘町においては、その
　　　　　対象となる事業がないため課税をしていません。

　　　　　・新市発足までに、都市計画事業との整合性をはかり、
　　　　　　調整していきます。

資本等の金額が1億円以上の法人及び保険業法に
規定する相互会社　　　　　　　　　　　　　　　１４.７０％

上記以外の法人　　　　　　　　　　　　　　　　　１３.７０％

目的税（使いみちが限定されている税金）

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

普通税（使いみちに特別の制限がなく、
　　　広くまちづくり全般に使われる税金）

～納期前納報奨金～
　１市４町の全市町とも市町民税・固定資産税に対し、納期
前納報奨金制度が設けられています。納期前納報奨金につい
ては、現在の預金利率や県内他市の状況を参考に率を１００
分の０.２とします。ただし、納期前納報奨金の額には
上限を設けることとします。

新市名称の募集
要項や選定基準に
基づき有効となる
名称


